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別紙 

日本放送協会定款変更案

※下線部は、変更しようとする部分。

変更案 現行 

（目的） 

第３条 本協会は、公共の福祉のために、あまね

く日本全国において受信できるように豊かで、

かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行う

とともに、放送番組及び番組関連情報の配信並

びに放送及びその受信の進歩発達に必要な業務

を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放

送を行うことを目的とする。 

（業務） 

第４条 本協会は、前条の目的を達成するため、

次の業務を行う。 

一・二 （略） 

三 本協会が放送する全ての放送番組（配信の

許諾を得ることができなかったものその他配

信をしないことについてやむを得ない理由が

あるものを除く。次号において同じ。）につ

いて、放送と同時に当該放送番組の配信を行

うこと。 

四 本協会が放送した全ての放送番組につい

て、放送の日から放送法第２０条第１項第４

号に基づく総務省令で定める期間が経過する

までの間、当該放送番組の配信を行うこと。 

五 本協会が放送する又は放送した放送番組の

全部又は一部について、第５３条第４項に規

定する業務規程に定めるところに従い、番組

関連情報の配信を行うこと。 

六～八 （略） 

２ 本協会は、前項の業務のほか、前条の目的を

達成するため必要があるときは、次の業務を行

う。 

一 前項第７号の国際放送の放送番組の外国に

おける送信を外国放送事業者に係る放送局を

用いて行う場合に必要と認めるときにおい

て、当該外国放送事業者との間の協定に基づ

き基幹放送局をその者に係る中継国際放送の

業務の用に供すること。 

二 本協会が放送した放送番組（放送の日から

放送法第２０条第１項第４号に基づく総務省

令で定める期間が経過したものに限る。）の

配信を行うこと。 

三 本協会が放送する又は放送した放送番組及

びその編集上必要な資料（これらを編集した

ものを含む。）を、配信の事業を行う者（放

（目的） 

第３条 本協会は、公共の福祉のために、あまね

く日本全国において受信できるように豊かで、

かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行う

とともに、放送及びその受信の進歩発達に必要

な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際

衛星放送を行うことを目的とする。 

（業務） 

第４条 本協会は、前条の目的を達成するため、

次の業務を行う。 

一・二 （同左） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

三～五 （同左） 

２ 本協会は、前項の業務のほか、前条の目的を

達成するため必要があるときは、次の業務を行

う。 

一 前項第４号の国際放送の放送番組の外国に

おける送信を外国放送事業者に係る放送局を

用いて行う場合に必要と認めるときにおい

て、当該外国放送事業者との間の協定に基づ

き基幹放送局をその者に係る中継国際放送の

業務の用に供すること。 

二 本協会が放送した又は放送する放送番組及

びその編集上必要な資料その他の本協会が放

送した又は放送する放送番組に対する理解の

増進に資する情報（これらを編集したものを

含む。次号において「放送番組等」とい

う。）を電気通信回線を通じて一般の利用に

供すること（放送に該当するものを除く。）。 

三 放送番組等を、放送番組を電気通信回線を

通じて一般の利用に供する事業を行う者（放

送事業者及び外国放送事業者を除く。）に提
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送事業者及び外国放送事業者を除く。）に提

供すること。 

 

四～九 （略） 

３～８ （略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

供すること（本協会のテレビジョン放送によ

る国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内

基幹放送と同時に提供することを除く。）。 

四～九 （同左） 

３～８ （同左） 

９ 本協会は、第２項第２号又は第３号の業務

（以下「インターネット活用業務」という。）を

行おうとするときは、次に掲げる事項について

実施基準を定め、総務大臣の認可を受ける。こ

れを変更しようとするときも、同様とする。 

一 インターネット活用業務の種類、内容及び

実施方法 

二 インターネット活用業務の実施に要する費

用に関する事項 

三 第２項第２号の業務にあっては、当該業務

に関する料金その他の提供条件に関する事項 

四 インターネット活用業務に関する苦情その

他の意見の受付及び処理に関する事項 

五 インターネット活用業務の経理に関する次

の事項 

ア 放送法第７３条第２項に基づく総務省令

で定めるところによるインターネット活用

業務その他の業務の経理に関する区分経理

の実施方法 

イ インターネット活用業務の実施に要する

費用の開示方法 

ウ 区分経理の実施の適正を確保するための

措置 

エ その他インターネット活用業務の経理に

関し必要な事項 

六 第１２項の実施計画の実施の状況及びその

評価に関する資料の作成及び公表に関する事

項 

七 前号の規定による評価の結果も踏まえた第

１４項の規定に基づくインターネット活用業

務の実施の状況の評価及び当該インターネッ

ト活用業務の改善に関する事項 

八 その他インターネット活用業務に関し必要

な事項 

１０ 本協会は、インターネット活用業務を行う

に当たっては、第９項の認可を受けた実施基準

に定めるところに従う。 

１１ 本協会は、第９項の認可を受けたときは、

遅滞なく、その実施基準を公表する。 

１２ 本協会は、インターネット活用業務を行う

に当たっては、第９項の認可を受けた実施基準

に基づき、放送法第２０条第１６項に基づく総

務省令で定めるところにより、毎事業年度の当

該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始

前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公

表する。これを変更しようとするときも、同様

とする。 

１３ 本協会は、第２項第２号の業務を行うに当

たっては、全国向けの放送番組のほか、地方向
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

（出資等） 

第５条 本協会は、第５２条第１項に規定する子

会社（本協会がその総株主の議決権の過半数を

有する株式会社その他の本協会がその経営を支

配している法人として、放送法第２０条の２に

基づく総務省令で定めるものをいう。以下同

じ。）又は第５５条第１項に規定する子会社に対

して出資する場合のほか、前条第１項又は第２

項の業務を遂行するために必要がある場合に

は、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業

計画及び資金計画で定めるところにより、放送

法第２２条各号に掲げる者に出資する。 

２・３ （略） 

 

（中期経営計画） 

第６条 （略） 

２ 中期経営計画には、次に掲げる事項を記載す

る。 

一 中期経営計画の期間（前項の期間の範囲内

で経営委員会が定める期間をいう。第８６条

第３項及び第５項第２号において同じ。） 

二～七 （略） 

 

（公告） 

第８条 本協会の公告は、官報に掲載して行う。 

 

 

（経営委員会の権限等） 

第１５条 経営委員会は、次に掲げる職務を行

う。 

一 次に掲げる事項の議決 

ア～オ （略） 

カ 第６３条第１項に規定する業務報告書及

び第７９条第１項に規定する財務諸表 

キ・ク （略） 

ケ 必要的配信（第４条第１項第３号から第

５号までの業務（以下「必要的配信業務」

という。）として行われるものをいう。以

下同じ。）の休止（経営委員会が軽微と認

めたものを除く。） 

コ・サ （略） 

シ 第６１条の受信契約の条項及び受信料の

免除の基準 

けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利

用に供するよう努めるとともに、他の放送事業

者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な

実施に必要な協力をするよう努める。 

１４ 本協会は、少なくとも３年ごとに、イン

ターネット活用業務に関する技術の発達及び需

要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実

施の状況について評価を行うとともに、その結

果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措

置を講ずるよう努める。 

 

（出資等） 

第５条 本協会は、第５２条第１項に規定する子

会社（本協会がその総株主の議決権の過半数を

有する株式会社その他の本協会がその経営を支

配している法人として、放送法第２０条の２に

基づく総務省令で定めるものをいう。以下同

じ。）又は第５３条第１項に規定する子会社に対

して出資する場合のほか、前条第１項又は第２

項の業務を遂行するために必要がある場合に

は、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業

計画及び資金計画で定めるところにより、放送

法第２２条各号に掲げる者に出資する。 

２・３ （同左） 

 

（中期経営計画） 

第６条 （同左） 

２ 中期経営計画には、次に掲げる事項を記載す

る。 

一 中期経営計画の期間（前項の期間の範囲内

で経営委員会が定める期間をいう。第８４条

第３項及び第５項第２号において同じ。） 

二～七 （同左） 

 

（公告） 

第８条 本協会の公告は、本協会の放送によって

行うほか、官報に掲載して行う。 

 

（経営委員会の権限等） 

第１５条 経営委員会は、次に掲げる職務を行

う。 

一 次に掲げる事項の議決 

ア～オ （同左） 

カ 第６１条第１項に規定する業務報告書及

び第７７条第１項に規定する財務諸表 

キ・ク （同左） 

（新設） 

 

 

 

 

ケ・コ （同左） 

サ 第５９条の受信契約の条項及び受信料の

免除の基準 
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ス・セ 

ソ 第５３条第４項に規定する業務規程 

タ 第５４条第１項に規定する実施基準及び

同条第４項に規定する実施計画 

チ 第５５条第２項及び第６０条第１項に規

定する基準 

ツ 第５６条に規定する基準及び方法 

テ～ヘ （略） 

ホ アからヘまでに掲げるもののほか、これ

らに類するものとして経営委員会が認めた

事項 

二 役員の職務の執行の監督 

２～４ （略） 

 

（経営委員会の運営） 

第２１条 （略） 

２～６ （略） 

７ 会長は、３箇月に１回以上、自己の職務の執

行の状況並びに第６６条の苦情その他の意見及

びその処理の結果の概要を経営委員会に報告し

なければならない。 

８・９ （略） 

 

（会長等の任命） 

第４１条 （略） 

２・３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、会長、

副会長及び理事となることができない。 

一 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

二～七 （略） 

 

（理事会） 

第４６条 （略） 

２ 理事会は、次の事項を審議する。ただし、定

例に属する事項及び会長が軽微と認めた事項に

ついては、この限りでない。 

一 （略） 

二 第７２条第２項の規定により経営委員会の

同意を得る事項（第７３条第２項において準

用する場合を含む。） 

三・四 （略） 

 

（国内基幹放送の業務の方法） 

第５２条 （略） 

２ 本協会は、指定地上基幹放送地域において地

上基幹放送の業務を行うに当たって必要がある

ときは、前項の規定に基づき出資した子会社

（以下「基幹放送局提供子会社」という。）との

契約に基づき、基幹放送局提供子会社の提供す

る基幹放送局設備を用いる。 

３ （略） 

 

（必要的配信業務の方法） 

第５３条 本協会は、公衆によって日常的に使用

シ・ス 

（新設） 

セ 第４条第９項に規定する実施基準及び同

条第１２項に規定する実施計画 

ソ 第５３条第２項及び第５８条第１項に規

定する基準 

タ 第５４条に規定する基準及び方法 

チ～ヒ （同左） 

フ アからヒまでに掲げるもののほか、これ

らに類するものとして経営委員会が認めた

事項 

二 役員の職務の執行の監督 

２～４ （同左） 

 

（経営委員会の運営） 

第２１条 （同左） 

２～６ （同左） 

７ 会長は、３箇月に１回以上、自己の職務の執

行の状況並びに第６４条の苦情その他の意見及

びその処理の結果の概要を経営委員会に報告し

なければならない。 

８・９ （同左） 

 

（会長等の任命） 

第４１条 （同左） 

２・３ （同左） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、会長、

副会長及び理事となることができない。 

一 禁錮(こ)以上の刑に処せられた者 

二～七 （同左） 

 

（理事会） 

第４６条 （同左） 

２ 理事会は、次の事項を審議する。ただし、定

例に属する事項及び会長が軽微と認めた事項に

ついては、この限りでない。 

一 （同左） 

二 第７０条第２項の規定により経営委員会の

同意を得る事項（第７１条第２項において準

用する場合を含む。） 

三・四 （同左） 

 

（国内基幹放送の業務の方法） 

第５２条 （同左） 

２ 本協会は、指定地上基幹放送地域において地

上基幹放送の業務を行うに当たって必要がある

ときは、第１項の規定に基づき出資した子会社

（以下「基幹放送局提供子会社」という。）との

契約に基づき、基幹放送局提供子会社の提供す

る基幹放送局設備を用いる。 

３ （同左） 

 

 

（新設） 
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されている通信端末機器を用いて必要的配信を

受信することができるようにするためのプログ

ラムを作成し、公衆に対し無償で提供する。 

２ 本協会は、必要的配信業務を行うに当たって

は、公衆が、次の各号に掲げるいずれの方法に

よっても必要的配信を受信することができるよ

うにする。 

一 前項のプログラムを用いる方法 

二 公衆によって一般的に使用されているブラ

ウザを用いる方法 

３ 本協会は、必要的配信業務を行うに当たって

は、必要的配信（ラジオ放送、多重放送、国際

放送又は協会国際衛星放送の放送番組及び当該

放送番組の番組関連情報の必要的配信を除く。

以下この条及び第６１条において「特定必要的

配信」という。）の受信を開始しようとする者に

対して通信端末機器の操作を求める措置その他

の特定必要的配信の受信を目的としない者が

誤ってその受信を開始することを防止するため

の措置を講じる。 

４ 本協会は、番組関連情報の配信の業務（以下

この条において「番組関連情報配信業務」とい

う。）を自らの判断と責任において適正に遂行す

るため、番組関連情報配信業務の実施に関する

規程（以下この条において「業務規程」とい

う。）を定め、これを総務大臣に届け出るととも

に、公表する。これを変更しようとするとき

も、同様とする。 

５ 業務規程の内容は、次の各号のいずれにも適

合させるものとする。 

一 当該業務規程に定められた番組関連情報配

信業務の種類、内容及び実施方法が、放送番

組の内容がその視聴の環境に適した形態で提

供されることに対する公衆の要望を満たすた

めに必要かつ十分なものであること。 

二 当該業務規程に従った番組関連情報配信業

務の実施により、公衆の生命又は身体の安全

の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に

提供されることが確保されるものであるこ

と。 

三 当該業務規程に従った番組関連情報配信業

務の実施により、全国向け又は地方向けに他

の放送事業者その他の事業者が実施する配信

の事業その他これに関連する事業における公

正な競争の確保に支障が生じないことが確保

されるものであること。 

６ 本協会は、番組関連情報配信業務を行うに当

たっては、業務規程に定めるところに従う。 

７ 本協会は、少なくとも３年ごとに、番組関連

情報配信業務の実施の状況について第５項各号

に掲げる観点から評価を行い、その結果を総務

大臣に報告するとともに、その結果に基づき必

要があると認めるときは、業務規程を変更す

る。 
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８ 本協会は、必要的配信業務を行うに当たって

は、他の放送事業者その他の事業者が実施する

必要的配信業務に相当する業務の円滑な実施に

必要な協力をするよう努める。この場合におい

ては、これらの事業者が地方向けに実施する当

該業務が地域固有の需要を満たすために重要な

役割を果たすことに特に配慮する。 

 

（任意的配信業務の方法） 

第５４条 本協会は、第４条第２項第２号又は第

３号の業務（以下この条において「任意的配信

業務」という。）を行おうとするときは、任意的

配信業務の種類、内容及び実施方法等の事項に

ついて実施基準を定め、総務大臣の認可を受け

る。これを変更しようとするときも、同様とす

る。 

２ 本協会は、任意的配信業務を行うに当たって

は、前項の認可を受けた実施基準に定めるとこ

ろに従う。 

３ 本協会は、第１項の認可を受けたときは、遅

滞なく、その実施基準を公表する。 

４ 本協会は、任意的配信業務を行うに当たって

は、第１項の認可を受けた実施基準に基づき、

放送法第２１条の２第５項に基づく総務省令で

定めるところにより、毎事業年度の実施計画を

定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大

臣に届け出るとともに、公表する。これを変更

しようとするときも、同様とする。 

 

第５５条 （略） 

 

第５６条 （略） 

２ 本協会は、前項に規定する基準及び方法を定

め、又はこれを変更しようとするときは、第７

３条に規定する国際放送番組審議会に諮問す

る。 

３・４ （略） 

 

第５７条 （略） 

 

（調査研究の成果等） 

第５８条 本協会は、第４条第１項第６号の規定

による業務を行うについて、放送に関係を有す

る者その他学識経験を有する者から意見の申出

があった場合において、その内容が放送及びそ

の受信の進歩発達に寄与するものであり、か

つ、同項及び第２項の業務の遂行に支障を生じ

ないものであるときは、これを尊重する。 

２ 本協会は、第４条第１項第６号の規定による

調査研究の成果を、できる限り一般の利用に供

する。 

 

第５９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５３条 （同左） 

 

第５４条 （同左） 

２ 本協会は、前項に規定する基準及び方法を定

め、又はこれを変更しようとするときは、第７

１条に規定する国際放送番組審議会に諮問す

る。 

３・４ （同左） 

 

第５５条 （同左） 

 

（調査研究の成果等） 

第５６条 本協会は、第４条第１項第３号の規定

による業務を行うについて、放送に関係を有す

る者その他学識経験を有する者から意見の申出

があった場合において、その内容が放送及びそ

の受信の進歩発達に寄与するものであり、か

つ、同項及び第２項の業務の遂行に支障を生じ

ないものであるときは、これを尊重する。 

２ 本協会は、第４条第１項第３号の規定による

調査研究の成果を、できる限り一般の利用に供

する。 

 

第５７条 （同左） 
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（業務の委託） 

第６０条 本協会は、第５５条第２項の場合のほ

か、第４条第１項の業務についてその一部を他

に委託する場合は、本協会が定める基準に従っ

てこれを行う。 

２・３ （略） 

 

（受信契約及び受信料） 

第６１条 本協会は、放送法第６４条第１項及び

第２項の規定に基づき、特定受信設備（本協会

の放送を受信することのできる受信設備のう

ち、放送の受信を目的としない受信設備及びラ

ジオ放送又は多重放送に限り受信することので

きる受信設備以外のものをいう。以下同じ。）を

設置した者又は特定必要的配信の受信を開始し

た者と受信契約を締結し、別に定める受信契約

の条項に従い、受信料を徴収する。 

２ 本協会は、特定受信設備を設置した者又は特

定必要的配信の受信を開始した者が本協会と締

結する受信契約の内容を公平に定める。 

３ （略） 

４ 第１項の受信契約の条項は、次に掲げる事項

を定め、あらかじめ総務大臣の認可を受ける。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

一 受信契約の単位に関する事項（契約者識別

情報（第１項のいずれかの者が同項の受信契

約を締結していることを確認するために用い

られる符号その他の情報であって当該者を識

別することができるものをいう。）の適切な

利用を確保するために必要な事項を含む。） 

二 受信契約の申込みの方法及び期限に関する

事項（特定受信設備の設置の日又は特定必要

的配信の受信開始の日その他の当該申込みの

際に本協会に対し通知すべき事項を含む。） 

三・四 （略） 

五 その他放送法第６４条第５項第５号に基づ

く総務省令で定める事項 

５ 前項第４号に規定する受信料の額は、次の各

号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号

に定める額とし、同項第４号に規定する割増金

の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそ

れぞれ当該各号に定める額に放送法第６４条第

６項に基づく総務省令で定める倍数を乗じて得

た額を超えない額とする。 

一・二 （略） 

６ （略） 

 

第６２条 前条第１項の受信料の額は、国会が本

協会の収支予算を承認することによって定めた

額とする。ただし、第７８条第１項に規定する

場合においては、前事業年度終了の日における

受信料の額とする。 

 

第６３条～第６８条 （略） 

（業務の委託） 

第５８条 本協会は、第５３条第２項の場合のほ

か、第４条第１項の業務についてその一部を他

に委託する場合は、本協会が定める基準に従っ

てこれを行う。 

２・３ （同左） 

 

（受信料） 

第５９条 本協会は、放送法第６４条第１項に基

づき、本協会の放送を受信することのできる受

信設備を設置した者と受信契約を締結し、別に

定める受信契約の条項に従い、受信料を徴収す

る。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

２ （同左） 

３ 第１項の受信契約の条項は、次に掲げる事項

を定め、あらかじめ総務大臣の認可を受ける。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

一 受信契約の単位に関する事項 

 

 

 

 

 

二 受信契約の申込みの方法及び期限に関する

事項（放送法第６４条第１項の特定受信設備

の設置の日その他の当該申込みの際に本協会

に対し通知すべき事項を含む。） 

三・四 （同左） 

五 その他放送法第６４条第３項第５号に基づ

く総務省令で定める事項 

４ 前項第４号に規定する受信料の額は、次の各

号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号

に定める額とし、同項第４号に規定する割増金

の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそ

れぞれ当該各号に定める額に放送法第６４条第

４項に基づく総務省令で定める倍数を乗じて得

た額を超えない額とする。 

一・二 （同左） 

５ （同左） 

 

第６０条 前条第１項の受信料の額は、国会が本

協会の収支予算を承認することによって定めた

額とする。ただし、第７６条第１項に規定する

場合においては、前事業年度終了の日における

受信料の額とする。 

 

第６１条～第６６条 （同左） 
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（諮問事項） 

第６９条 （略） 

２ 本協会が第６７条第２項に規定する地域向け

の放送番組の編集及び放送に関する計画を定

め、又はこれを変更しようとするときは、会長

は、地方審議会に諮問しなければならない。 

３ （略） 

４ 前項の規定により会長が諮問する事項は、中

央審議会に対しては全国向けの放送番組に係る

もの、地方審議会に対しては第６７条第２項に

規定する地域向けの放送番組に係るものとす

る。 

 

第７０条 （略） 

 

（答申等に対する措置） 

第７１条 会長は、中央審議会又は地方審議会が

第６８条の規定により答申し、又は意見を述べ

た事項があるときは、これを尊重して必要な措

置を講じなければならない。 

２ （略） 

 

（組織及び委員の委嘱） 

第７２条 （略） 

２ （略） 

３ 地方審議会の委員は、学識経験を有する者で

あって、当該地方審議会に係る第６７条第２項

に規定する地域に住所を有するもののうちか

ら、会長が委嘱する。 

 

（国際審議会） 

第７３条 （略） 

２ 第６８条第１項及び第３項、第６９条第１項

及び第３項、第７０条（第４号を除く。）、第７

１条（第２項第３号を除く。）並びに前条第１項

及び第２項の規定は、国際審議会について準用

する。この場合において、第６８条第３項及び

第６９条第３項中「国内基幹放送」とあるのは

「国際放送等」と、第６９条第１項中「国内番

組基準、国内基幹放送の放送番組の編集に関す

る基本計画及び国内基幹放送（特別な事業計画

によるものを除く。）の放送番組の種別の基準」

とあるのは「国際番組基準及び国際放送等の放

送番組の編集に関する基本計画」と、前条第１

項中「中央審議会は委員１５人以上、地方審議

会は委員７人以上」とあるのは「国際審議会

は、委員１０人以上」とそれぞれ読み替える。 

 

第７４条～第８２条 （略） 

 

（会計監査人の任期） 

第８３条 会計監査人の任期は、その選任の日以

後最初に終了する事業年度の財務諸表について

 

（諮問事項） 

第６７条 （同左） 

２ 本協会が第６５条第２項に規定する地域向け

の放送番組の編集及び放送に関する計画を定

め、又はこれを変更しようとするときは、会長

は、地方審議会に諮問しなければならない。 

３ （同左） 

４ 前項の規定により会長が諮問する事項は、中

央審議会に対しては全国向けの放送番組に係る

もの、地方審議会に対しては第６５条第２項に

規定する地域向けの放送番組に係るものとす

る。 

 

第６８条 （同左） 

 

（答申等に対する措置） 

第６９条 会長は、中央審議会又は地方審議会が

第６６条の規定により答申し、又は意見を述べ

た事項があるときは、これを尊重して必要な措

置を講じなければならない。 

２ （同左） 

 

（組織及び委員の委嘱） 

第７０条 （同左） 

２ （同左） 

３ 地方審議会の委員は、学識経験を有する者で

あって、当該地方審議会に係る第６５条第２項

に規定する地域に住所を有するもののうちか

ら、会長が委嘱する。 

 

（国際審議会） 

第７１条 （同左） 

２ 第６６条第１項及び第３項、第６７条第１項

及び第３項、第６８条（第４号を除く。）、第６

９条（第２項第３号を除く。）並びに前条第１項

及び第２項の規定は、国際審議会について準用

する。この場合において、第６６条第３項及び

第６７条第３項中「国内基幹放送」とあるのは

「国際放送等」と、第６７条第１項中「国内番

組基準、国内基幹放送の放送番組の編集に関す

る基本計画及び国内基幹放送（特別な事業計画

によるものを除く。）の放送番組の種別の基準」

とあるのは「国際番組基準及び国際放送等の放

送番組の編集に関する基本計画」と、前条第１

項中「中央審議会は委員１５人以上、地方審議

会は委員７人以上」とあるのは「国際審議会

は、委員１０人以上」とそれぞれ読み替える。 

 

第７２条～第８０条 （同左）  

 

（会計監査人の任期） 

第８１条 会計監査人の任期は、その選任の日以

後最初に終了する事業年度の財務諸表について
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の第７９条第１項の規定による総務大臣への提

出の時までとする。 

 

第８４条・第８５条 （略）  

 

（還元目的積立金） 

第８６条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項ただし書に規定する場合において、同項

に規定する収支予算を作成しないときにおける

第７７条第１項の規定の適用については、同条

第１項中「中期経営計画」とあるのは、「中期経

営計画及び第８６条第３項ただし書に規定する

理由を記載した書類」とする。 

５ （略） 

 

第８７条～第８９条 （略）  

 

附 則 

 

この定款は、放送法の一部を改正する法律（令

和６年法律第３６号）の施行の日から施行する。 

 

の第７７条第１項の規定による総務大臣への提

出の時までとする。 

 

第８２条・第８３条 （同左） 

 

（還元目的積立金） 

第８４条 （同左） 

２・３ （同左） 

４ 前項ただし書に規定する場合において、同項

に規定する収支予算を作成しないときにおける

第７５条第１項の規定の適用については、同条

第１項中「中期経営計画」とあるのは、「中期経

営計画及び第８４条第３項ただし書に規定する

理由を記載した書類」とする。 

５ （同左） 

 

第８５条～第８７条 （同左）  

 

附 則 

 

この定款は、放送法の一部を改正する法律（令

和６年法律第３６号）附則第１条第２号に掲げる

規定の施行の日から施行する。 

 

 




